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答  申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した精神障害者保健福祉

手帳（以下「手帳」という。）の障害等級認定に係る審査請求について、

審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、東京都知事（以下「処分庁」という。）が

請求人に対し、令和５年２月２４日付けで行った手帳の更新決定処

分のうち、障害等級を２級と認定した部分（以下「本件処分」とい

う。）について、１級への変更を求めるものである。 

 

第３ 請求人の主張の要旨 

請求人は、おおむね次のことから、本件処分の違法性又は不当性

を主張し、手帳の障害等級を１級に変更することを求めている。 

１ ここ数年間、インターネット上に請求人の誹謗中傷記事が１万

件以上掲載され、削除申請しても一向に減らず、現在世間から四

面楚歌の状況である。あくどいバッシングを浴びた状態が３年以

上続いている。 

２ 厚生労働省、東京都福祉保健局、○○市、○○警察に何度も何

度も相談したが、一度たりとも相談にさえのってもらえなかった。 

３ そのため、極度のうつ状態、記名障害が再発し、生きて行くの

に大変な不自由さを感じている。  

４ 就職活動しても２０００社から不採用通知をもらい、心身共に

まともな状態を堅持できる状態ではない。  

５ 友人、知人、親戚からも縁を切られ、誰とも話さずに一日が終

わる日が日々ずうっと続いている。  

６ そのため、○○が頻繁にあり、駅員、ホームにいた人に救出さ

れた。 



- 2 - 

 

７ ここ半年間で体重が１０キロも減った。 

８ もうすぐ私は○○歳になり、普通の人みたいに年金ももらえず、

生きて行く術がない。 

９ 電車、バスに乗るのもたやすくなくなった。 

１０ ○○警察、○○警察に勝手に家宅捜索された。障害者いじめ

である。誰に相談しても誰も真剣に取り合ってもらえなかった。 

以上の事由により、障害者２級の条件をはるかに超えた、大変厳

しい状況下にある。至急障害者１級手帳の交付を切に願う。 

さらに、処分庁は診断した医師の出した結論をそう簡単に否定し

まって良いのか。障害が始まったのは平成２０年ではない。私の略

歴を把握し、私の障害の症状を理解した上で公正な審理を下すべき

である。 

 

第４ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項によ

り、棄却すべきである。  

 

第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。  

年 月 日 審議経過 

令和６年 １月３１日 諮問 

令和６年 ６月１１日 審議（第８９回第３部会） 

令和６年 ７月１７日 審議（第９０回第３部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結

果、以下のように判断する。  

１ 法令等の定め 

⑴ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「法」という。）

４５条４項は、手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定める

ところにより、２年ごとに、同条２項の政令で定める精神障害の

状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければな

らない旨規定している。 

法４５条２項で定める精神障害の状態については、同項により
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政令に委任されているところ、これを受けて精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律施行令６条１項は、同条３項に規定する障

害等級に該当する程度のものとする旨規定し、同項において、障

害等級は、障害の程度に応じて重度のものから１級、２級及び３

級とし、各級の障害の状態を別紙２の表のとおり規定している。  

⑵ 障害等級の判定については、「精神障害者保健福祉手帳の障害等

級の判定基準について」（平成７年９月１２日健医発第１１３３号

厚生省保健医療局長通知。以下「判定基準」という。）及び「精神

障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意

すべき事項について」（平成７年９月１２日健医精発第４６号厚生

省保健医療局精神保健課長通知。以下「留意事項」といい、判定基

準と併せて「判定基準等」という。）により、精神疾患（機能障害）

の状態及び能力障害（活動制限）の状態が重要な判断資料となる

ことから、「精神疾患（機能障害）の状態」と「能力障害（活動制

限）の状態」の二つの要素を勘案して「総合判定」すべきものとさ

れている。 

⑶ 法４５条４項の規定による認定の申請の際に提出する書類とし

て、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則２８条１

項において準用する２３条２項１号が医師の診断書を掲げている

ことから、上記「総合判定」は、同診断書の記載内容全般に基づ

き、客観的になされるべきものと解される。  

⑷ 法４５条各項の規定により都道府県知事が行う事務は、地方自

治法２条８項の自治事務であるところ、判定基準等の各定めは、

手帳の申請に対応する事務に関する同法２４５条の４第１項の規

定に基づく技術的助言（いわゆるガイドライン）に当たるもので

あり、その内容は合理的で妥当なものと認められる。  

２ 本件処分についての検討 

本件診断書の記載内容を前提に、本件処分に違法又は不当な点が

ないかどうか、以下、検討する。  

⑴ 精神疾患の存在について  

本件診断書の「１ 病名」欄、「３ 発病から現在までの病歴及び

治療内容等」欄の記載内容から、請求人は、主たる精神障害とし

て「うつ病」（ＩＣＤコードＦ３２．１）を、従たる精神障害とし

て「解離性健忘（ＩＣＤコードＦ４４．０）」を有することが認め
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られる（別紙１・１及び３）。  

なお、ＩＣＤ－１０によれば、「うつ病」（ＩＣＤコードＦ３２．

１）については、「うつ病エピソード（ＩＣＤコードＦ３２）」の

うちの「中等症うつ病エピソード」とされており、「解離性健忘（Ｉ

ＣＤコードＦ４４．０）」については、健忘に伴う感情の状態はき

わめて多様であるが、重症の抑うつはまれであるとされている。 

⑵ 精神疾患（機能障害）の状態について  

ア 判定基準によれば、主たる精神障害である「うつ病」は、「気

分（感情）障害」に該当するとされているところ、気分（感情）

障害の精神疾患（機能障害）の状態の判定については、判定基

準において、別紙３のとおり、障害等級１級及び２級の障害の

状態が定められている。  

また、請求人の従たる精神障害である「解離性健忘」は、判

定基準によれば、「その他の精神疾患」に該当し、その他の精神

疾患によるものにあっては、判定基準が掲げている７種の典型

的な精神疾患（「統合失調症」、「気分（感情）障害」、「非定型精

神病」、「てんかん」、「中毒精神病」、「器質性精神障害」及び「発

達障害」）のいずれかに準ずるものとされている。解離性健忘は、

その症状の密接な関連から、「気分（感情）障害」に準ずるもの

とされ、「気分（感情）障害」として、主たる精神障害と同じ判

定基準を用いることになる。  

そして、留意事項によれば、精神疾患の種類を問わず精神疾

患（機能障害）の状態の判定については、「精神疾患の原因は多

種であり、かつ、その症状は、同一原因であっても多様である。

したがって、精神疾患（機能障害）の状態の判定に当たっては

現症及び予後の判定を第１とし、次に原因及び経過を考慮する」

とされており（留意事項２・⑴）、さらに「現時点の状態のみで

なく、おおむね過去の２年間の状態、あるいは、おおむね今後

２年間に予想される状態も考慮」し（同・⑵）、「長期間の薬物

治療下における状態で行うことを原則とする」とされている

（同・⑶）。 

「精神疾患（機能障害）の状態」欄の状態像及び症状につい

て、気分障害に関して留意する必要がある事項として、「そうま

たはうつの病状がある病相期は、長期にわたる揚合もあれば短
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期間で回復し、安定化する場合もある。病相期の持続期間は、

間欠期に障害を残さないことが多いそううつ病の障害状態の持

続期間である。間欠期にも障害状態を持つ場合は病相期の持続

期間のみが障害状態であることにはならない。一般にそううつ

病の病相期は数ヶ月で軽快することが多い」こと、「病相期が短

期間であっても、頻回に繰り返せば、障害状態がより重くなる。

１年間に１回以上の病相期が存在すれば病相期がひんぱんに繰

り返し、通常の社会生活は送りにくいというべきだろう」こと

が挙げられている（同・⑷・②）。 

イ これを本件についてみると、本件診断書によれば、請求人は、

平成２０年８月に悪性リンパ腫の加療中に抑うつ的となり、そ

れ以前から精神科受診歴あるというが詳細不明とされている。

平成２１年３月に精神科を受診し、不安、不眠、抑うつ気分、

易刺激性、強い○○が見られ、○○の記録もあるとされ、本件

病院に３年通院後に他院に通院したとされている。記憶が曖昧

になることが徐々に増加し、自分の身に覚えのない状態で警察

に拘留されることがあり、実際にＷＭＳ検査では記憶機能の低

下が見られ、現在でもメモをとらないと多くのことを次々忘れ

ることがあり進行しているとされているが、本件病院での生理

検査、画像検査では異常は認められていない。推定発病時期は

平成２０年１０月頃とされ、現在の病状及び状態像等は、抑う

つ状態に当たる易刺激性・興奮、憂うつ気分及び記憶障害とし

て強いストレス下で解離性健忘症がみられるとされている。 

このように、請求人の精神疾患（機能障害）の状態は、主た

る精神障害であるうつ病を発症し、抑うつ状態に相当する気分

（感情）の障害が認められ、易刺激性・興奮、憂うつ気分があ

ることや、解離性健忘症が認められるものの、それらの具体的

な程度について診断されているとは認められない。 

ＩＣＤ－１０において、請求人の主たる精神障害である「う

つ病」（ＩＣＤコード Ｆ３２．１）は、うつ病エピソードのう

ちの中等症うつ病エピソードであるから、高度に著しい症状に

は当たらない。請求人は、ある程度の抑うつ状態が持続してい

るため、日常生活や対人関係などの社会生活に制限を受けてい

るものと推認できるが、発病から現在までの病歴等を考慮して
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も、病状の著しい悪化、顕著な抑制、激越等の重篤な症状があ

るとの診断がされたとは認められず、日常生活において必要と

される基本的な活動が行えない程度までに、うつ病の症状が高

度に著しいということはできない。 

また、従たる精神障害である解離性健忘の状態については、

強いストレス下に健忘が見られるものの、その程度や頻度に係

る具体的な記載に乏しいこと、また、憂うつ気分や易刺激性・

興奮のような抑うつ状態は認められるが、それらの具体的な内

容や程度に係る記載に乏しいこと、ＩＣＤ－１０において、健

忘に伴う感情の状態はきわめて多様であるが、重症の抑うつは

まれであるとされていることを鑑みると、高度であるというこ

とはできない。 

以上のことから、請求人の精神疾患（機能障害）の状態につ

いては、判定基準等に照らすと、「高度の気分、意欲・行動及び

思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひん

ぱんに繰り返したりするもの」（別紙３）として障害等級１級に

該当するとまでは認められず、 「気分、意欲・行動及び思考の

障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに

繰り返したりするもの」（同）として同２級に該当すると判断す

るのが相当である。 

⑶ 能力障害（活動制限）の状態について  

ア 能力障害（活動制限）の状態の判定については、判定基準に

おいて、別紙３のとおり、障害等級１級及び２級の障害の状態

が定められている。  

そして、留意事項によれば、能力障害（活動制限）の状態の

判定は、「保護的な環境（例えば、病院に入院しているような状

態）ではなく、例えば、アパート等で単身生活を行った場合を

想定して、その場合の生活能力の障害の状態を判定するもので

ある」とされている（留意事項３・⑴）。判定に当たっては、「現

時点の状態のみでなく、おおむね過去の２年間の状態、あるい

は、おおむね今後２年間に予想される状態も考慮する」とされ

（同・⑵）、その判断は、「治療が行われていない状態で」行う

ことは「適当ではな」く、「十分に長期間の薬物治療下における

状態で行うことを原則とする」とされている（同・⑶）。 
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また、能力障害（活動制限）の状態の判定は、診断書の「生

活能力の状態」欄等を参考にすることになるとし、そのうち、

「日常生活能力の判定」欄の各項目について、「できない」もの

は障害の程度が高く、「援助があればできる」、「自発的にできる

が援助が必要・おおむねできるが援助が必要」、「自発的にでき

る・適切にできる」の順に順次能力障害（活動制限）の程度は

低くなり、その障害の程度の総合判定に当たっては、「日常生活

能力の判定」欄の各項目にどの程度のレベルがいくつ示されて

いれば何級であるという基準は示し難いが、疾患の特性等を考

慮して、総合的に判断する必要があるとされている（同・⑸）。 

さらに、能力障害（活動制限）の状態の判定に当たっては、

診断書のその他の記載内容も参考にして、総合的に判定するも

のであるとしつつ、「日常生活能力の程度」欄の各記載から考え

られる能力障害（活動制限）の程度について、「精神障害を認め、

身の回りのことはほとんどできない」、「精神障害を認め、日常

生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする」場合

はおおむね１級程度、「精神障害を認め、日常生活に著しい制限

を受けており、時に応じて援助を必要とする」場合はおおむね

２級程度と考えられるとしている（同・⑹）。 

なお、おおむね１級程度とされる「身の回りのことはほとん

どできない」とは、食事、保清、金銭管理、危機対応に完全な

問題があり、「援助があっても自ら行い得ない」程度のものをい

い、「日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とす

る」とは、食事、保清、金銭管理、危機対応に重度ないしは完

全な問題があり、「常に援助がなければ自ら行い得ない」程度の

ものをいい、おおむね２級程度とされる「日常生活に著しい制

限を受けており、時に応じて援助を必要とする」とは、食事、

保清、金銭管理、危機対応に中等度ないしは重度の問題があり

「必要な時には援助を受けなければできない」程度のものをい

うとされている（同）。  

イ これを本件についてみると、本件診断書によれば、請求人に

ついては、日常生活能力の程度は、留意事項３・⑹において「お

おむね１級程度」とされる「精神障害を認め、身の回りのこと

はほとんどできない」と診断されている（別紙１・６・⑵）。そ
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して、生活能力の具体的程度、状態等として、記憶障害のため、

多くのことが制限されるが、一部注意の向いた部分は遂行可能

な場合もあり、元来の性格傾向と合わせ、一見問題のないよう

扱われる可能性もあるが、実際に上述のような記憶もしくは注

意の障害が存在するものと考えられ、また、実生活上ではかな

りの支障が生じていると考えられるとされている（同・７）。 

しかしながら、日常生活能力の判定は、能力障害（活動制限）

の程度が最も高いとされる「できない」に該当する項目が危機

対応を含む３項目あるが、２番目に高いとされる「援助があれ

ばできる」が「適切な食事摂取」や「金銭管理及び買物」など

４項目、２番目に低いとされる「自発的にできるが援助が必要」

が「身辺の清潔保持及び規則正しい生活」の１項目と診断され

ており（同・６・⑵）、この判定からすれば、食事、保清、金銭

処理、危機対応に重度ないし完全な問題があるとは言い難い。  

そして、本件診断書の記載のみからすると、多くのことが制

限され、実生活において支障を来たしていることは読み取れる

が、食事、保清、金銭管理、危機対応等の日常生活の場面にお

いて、援助の種類や担い手、援助の程度について具体的な記述

が見られないところ、通院医療を受け、生活保護を受給しつつ

も、単身で在宅生活をしていることが認められる。上記の日常

生活能力の判定に加えて、精神疾患（機能障害）の状態が日常

生活において必要とされる基本的な活動が行えないほど高度で

あるとは判断し難いことも踏まえると、食事、保清、金銭管理、

危機対応に重度ないしは完全な問題があり、常に援助が必要も

しくは援助があっても自らできないとまではいえず、請求人の

能力障害（活動制限）の程度は、おおむね１級程度とされる「日

常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする」、「身

の回りのことはほとんどできない」（上記ア）に至っているとま

ではいうことはできない。  

以上のことから、請求人の能力障害（活動制限）の状態につ

いては、判定基準等に照らすと、「精神障害を認め、日常生活に

著しい制限を受けており、常時援助を必要とするもの」として

障害等級１級に該当するとまでは認められず、「精神障害を認め、

日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要と
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する」として同２級に該当すると判断するのが相当である。  

⑷ 総合判定 

上記⑵及び⑶で検討した結果に基づき総合的に判断すると、請

求人の精神障害の程度は、「日常生活の用を弁ずることを不能なら

しめる程度のもの」（別紙２）として障害等級１級に至っていると

認めることはできず、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日

常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」（同）

として障害等級２級に該当すると判定するのが相当であるから、

本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

３ 請求人の主張についての検討  

請求人は、上記第３のとおり、手帳の障害等級を１級に変更する

ことを求めている。  

しかし、上記１・⑶のとおり、障害等級の認定に係る総合判定は、

申請時に提出された診断書の記載内容全般に基づいてなされるべ

きものであり、本件診断書に記載された請求人の症状は、判定基準

等に照らして障害等級２級に該当すると判定するのが相当である

ことは上記２のとおりであるから、請求人の主張は採用することが

できない。 

４ 請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法

令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に

行われているものと判断する。  

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

山田攝子、青木淳一、澄川洋子 

 

別紙１ないし別紙３（略）  


